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期
日

　第
１
種
：
２
月
24
日
㈬

　
　
　
第
２
種
：
２
月
25
日
㈭

場
所
　
大
分
県
教
育
会
館

受
講
料

　９
、７
４
０
円

受
付
期
間

　12
月
７
日
㈪
～
１
月

12
日
㈫

申
・
問
　

大
分
県
消
防
設
備
安
全
協
会

☎
０
９
７
－
５
３
７
－
３
１
２
５

○	

普
通
第
一
種
圧
力
容
器
取
扱
作

業
主
任
者
技
能
講
習

期
日
　
11
月
11
日
㈬
～
12
日
㈭

○
小
型
ボ
イ
ラ
ー
特
別
教
育
講
習

期
日
　
11
月
18
日
㈬
～
19
日
㈭

場
所
　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
大
分

申
込
期
限
　
講
習
１
週
間
前

※�

受
講
料
・
テ
キ
ス
ト
代
な
ど
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

申
・
問
　

日
本
ボ
イ
ラ
協
会
大
分
支
部

☎
０
９
７
－
５
３
２
－
５
７
４
９

対
象
者
　
就
職
を
希
望
す
る
55
歳

以
上
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
登
録
者

場
所

　き
つ
き
生
涯
学
習
館

期
間

　12
月
１
日
㈫
～
12
月
21
日

㈪
の
間
の
10
日
間

募
集
人
数

　15
名
（
選
考
あ
り
）

受
講
料

　無
料

募
集
締
切

　11
月
25
日
㈬

申
・
問
　
大
分
県
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
連
合
会

☎
０
９
７
－
５
４
０
－
６
３
１
３

対
象
　
介
護
の
資
格
を
持
ち
、
現

在
福
祉
の
仕
事
に
就
い
て
い
な
い

方
、
ま
た
は
福
祉
の
仕
事
に
興
味

の
あ
る
方

日
時
　
11
月
15
日
㈰

　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
所
　
大
分
県
社
会
福
祉
介
護
研

修
セ
ン
タ
ー

募
集
締
切

　11
月
10
日
㈫

受
講
料

　無
料

申
・
問
　
大
分
県
介
護
福
祉
士
会

☎
０
９
７
－
５
５
１
－
６
５
５
５

　
大
分
県
不
妊
専
門
相
談
セ
ン

タ
ー
で
は
、
専
門
相
談
員
（
助
産

師
）
に
よ
る
不
妊
・
不
育
に
関
す

る
個
別
相
談
会
を
実
施
し
ま
す
。

治
療
中
の
ご
夫
婦
や
ご
家
族
、

結
婚
準
備
中
の
カ
ッ
プ
ル
の
方
な

ど
、
一
組
30
分
程
度
の
個
別
相
談

で
す
。
参
加
希
望
の
方
は
事
前
に

ご
予
約
く
だ
さ
い
。

日
時
　
12
月
15
日
㈫
午
後
２
時
～

４
時
（
個
別
の
時
間
帯
は
、
予
約

状
況
に
よ
り
調
整
し
ま
す
）

場
所
　
大
分
県
東
部
保
健
所
国
東

保
健
部

参
加
費
　
無
料

大
分
県
不
妊
専
門
相
談
セ
ン
タ
ー

「
ホ
ー
プ
フ
ルhopeful

」
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
・
問
　
大
分
県
東
部
保
健
所
国

東
保
健
部
　
地
域
保
健
課

☎
０
９
７
８
－
72
－
１
１
２
７

　
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
、
職
場
で
の
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
、
ス
ト
ー
カ
ー
、
そ
の

他
の
人
権
問
題
に
人
権
擁
護
委

員
・
法
務
局
職
員
が
対
応
し
ま
す
。

日
時
　
11
月
16
日
㈪
～
22
日
㈰

平
日
：
午
前
８
時
30
分
～
午
後
７
時

土
日
：
午
前
10
時
～
午
後
５
時

☎
０
５
７
０
－
０
７
０
－
８
１
０

（
全
国
共
通
／
大
分
地
方
法
務
局
）

問
　
大
分
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

☎
０
９
７
－
５
３
２
－
３
３
６
８

日
時
　
11
月
18
日
㈬
午
後
１
時
～

４
時
（
毎
月
第
３
水
曜
日
）

場
所
　
大
分
県
行
政
書
士
会

相
談
内
容

　遺
言
・
遺
産
相
続
・

成
年
後
見
相
談
・
不
動
産
関
連
・

建
設
業
許
可
申
請
・
交
通
事
故
自

賠
責
保
険
金
請
求
・
内
容
証
明
・

法
人
設
立
・
車
の
登
録
・
各
種
許

認
可
申
請
・
そ
の
他

問
　
大
分
県
行
政
書
士
会
事
務
局

☎
０
９
７
－
５
３
７
－
７
０
８
９

市
内
で
働
き
ま
せ
ん
か
？

従
業
員
を
募
集
中
で
す

◆
ム
サ
シ
石
油（
販
売
員
）◆
ケ
ー

ア
ン
ド
ケ
ー
（
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
射

出
成
形
技
術
者
）
◆
杵
築
国
東
合

同
タ
ク
シ
ー
（
タ
ク
シ
ー
運
転
手
）

◆
安
岐
の
郷
（
保
育
士
・
調
理
員
）

◆
大
分
県
交
通
安
全
協
会
国
東
支

部
（
窓
口
事
務
）
◆
朝
倉
内
科
医

院
（
看
護
師
〔
正
・
准
〕・
看
護

師
事
務
補
助
業
務
）
◆
堀
田
医
院

（
理
学
療
法
士
・
看
護
師
〔
正
・

准
〕・
介
護
職
員
）
◆
山
口
水
道

工
業
（
水
道
配
管
工
・
営
業
・
さ

く
井
工
）
◆
大
分
県
農
業
協
同
組

合
国
東
事
業
部
（
葬
祭
業
務
員
・

車
両
整
備
士
・
自
動
車
検
査
員
・

ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
店
員
・
農
業

機
械
整
備
士
・
一
般
事
務
職
）
◆

オ
ニ
オ
ン
ト
リ
ミ
ン
グ
（
食
品
加

工
工
）◆
嘉
宴（
接
客
サ
ー
ビ
ス
・

調
理
）
◆
国
東
市
役
所
（
介
護
支

援
専
門
員
）
◆
ミ
ナ
ミ
ダ
（
機
械

オ
ペ
レ
ー
タ
ー
）
◆
ユ
ー
ビ
ッ
ク

（
精
密
部
品
検
査
・〔
請
〕
成
形
オ

ペ
レ
ー
タ
ー
）◆
三
角
ベ
ー
ス（
相

談
員
）
◆
く
に
さ
き
エ
コ
シ
ス
テ

ム
（
ご
み
収
集
助
手
・
し
尿
汲
取

り
助
手
）
◆
ホ
テ
ル
ヴ
ィ
ラ
・
く

に
さ
き
（
調
理
員
・
ホ
テ
ル
フ
ロ

ン
ト
係
）
◆
富
士
薬
品
別
府
営
業

所（
ル
ー
ト
営
業
員〔
正
・
嘱
託
〕）

◆
後
藤
組
（
土
木
施
工
管
理
技
術

者
・
土
木
・
舗
装
作
業
員
）
◆
岸

田
果
樹
園
（
み
か
ん
収
穫
作
業
）

◆
ア
イ
リ
ス
ソ
ー
コ
ー
大
分
工
場

（
製
造
ス
タ
ッ
フ
）
◆
な
か
よ
し

歯
科
医
院
（
歯
科
衛
生
士
）
◆
た

て
わ
き
眼
科
（
視
能
訓
練
士
）
◆

向
陽
グ
リ
ー
ン
フ
ー
ズ
（
農
場
作

業
者
）
◆
テ
ラ
フ
ー
ズ
（
営
業
社

員
）◆
国
東
中
央
ク
リ
ニ
ッ
ク（
送

迎
運
転
手
及
び
車
両
管
理
）

以
上
の
求
人
は
10
月
19
日
現
在
の

国
東
市
関
係
の
一
部
で
す
。

問
合
先

　

別
府
公
共
職
業
安
定
所
　

国
東
地
域
ふ
る
さ
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク

国
東
町
鶴
川
１
３
３
４

☎
０
９
７
８
－
72
－
０
９
５
２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
求
人
情
報

を
検
索
で
き
ま
す

http://w
w
w
.hellow

ork.go.jp

ボ
イ
ラ
ー
資
格
講
習

調
理
ス
タ
ッ
フ
養
成
講
習

再
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー

相
談

不
妊（
不
育
）
に
つ
い
て
の

個
別
相
談
会

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

大
分
県
行
政
書
士
会

無
料
相
談
会

求
人
情
報

B&A 矯正歯科クリニック
ー子どもや大人の歯並び・かみ合わせの治療専門ー

月・水～土曜日 10:00～19:00  休診日：火曜日・祝日日曜日　　　　 10:00～17:00

別府市南立石一区２組

歯並び・かみ合わせのご相談は TEL:0977-26-3321まで

★別府ＩＣより杉乃井ホテル方面、車で約５分
★国道10号より富士見通りを杉乃井ホテル方面
　ローソンもみじ坂店となり

院長：藤井昭仁（日本矯正歯科学会認定医）　副院長：藤井涼子（日本矯正歯科学会認定医）

検索 B&A矯正歯科
〈広告〉
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働
き
過
ぎ
…
じ
ゃ
な
い
で
す
か

　
あ
な
た
は
一
日
の
中
で
ど
の
く

ら
い
仕
事
を
し
て
い
ま
す
か
。
効

率
の
良
い
仕
事
を
す
る
環
境
が
あ

り
ま
す
か
。
健
康
な
か
ら
だ
、
適

切
な
労
働
時
間
、
健
全
な
労
働
環

境
。
今
一
度
、
見
直
し
て
み
ま
せ

ん
か
。

○	「
ノ
ー
残
業
デ
ー
（
毎
月
第
３

水
曜
日
）」「
県
民
ノ
ー
残
業

デ
ー
（
11
月
18
日
）」
に
取
り

組
み
ま
し
ょ
う
。

問
　
大
分
労
働
局
監
督
課

☎
０
９
７
－
５
３
６
－
３
２
１
２

　
年
金
記
録
や
将
来
の
年
金
受
給

見
込
額
を
確
認
し
、
未
来
の
生
活

設
計
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
。「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
を
ご

利
用
い
た
だ
く
と
、
い
つ
で
も
ご

自
身
の
年
金
記
録
を
確
認
で
き
る

ほ
か
、
将
来
の
年
金
受
給
見
込
額

に
つ
い
て
、
ご
自
身
の
年
金
記
録

を
基
に
様
々
な
パ
タ
ー
ン
の
試
算

を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　「
ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
」
に
つ
い

て
は
、
日
本
年
金
機
構
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

別
府
年
金
事
務
所
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
　
別
府
年
金
事
務
所

☎
０
９
７
７
－
22
－
５
１
１
１

平
成
27
年
９
月
30
日
に
改
正

労
働
者
派
遣
法
が
施
行
さ
れ

ま
し
た

　
労
働
者
派
遣
事
業
の
許
可
制
へ

の
一
本
化
や
派
遣
期
間
制
限
の
取

扱
い
な
ど
が
変
更
さ
れ
ま
し
た
。

改
正
内
容
の
詳
細
に
つ
き
ま
し
て

は
、
左
記
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
　
大
分
労
働
局
職
業
安
定
部
需

給
調
整
事
業
室

☎
０
９
７
－
５
３
５
－
２
０
９
５

「
小
規
模
企
業
共
済
制
度
」

「
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
」

の
ご
案
内

○
小
規
模
企
業
共
済
制
度

　
個
人
事
業
主
（
共
同
経
営
者
含

む
）・
会
社
等
の
役
員
の
方
が
事

業
を
や
め
ら
れ
る
場
合
な
ど
に
備

え
て
、
あ
ら
か
じ
め
資
金
を
準
備

し
て
お
く
共
済
制
度
で
、「
小
規

模
企
業
の
経
営
者
の
た
め
の
退
職

金
制
度
」
と
い
え
ま
す
。

○
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済

　
経
営
セ
ー
フ
テ
ィ
共
済
は
、

取
引
先
の
突
然
の
倒
産
が
原
因

で
、
経
営
悪
化
の
危
機
に
直
面
し

て
し
ま
っ
た
と
き
に
資
金
を
借
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

無
担
保
・
無
保
証
人
で
、
積
み
立

て
た
掛
金
の
10
倍
の
範
囲
内
（
最

高
８
、０
０
０
万
円
）
で
被
害
額

相
当
の
共
済
金
が
借
入
れ
可
能
で

す
。

問
　
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
０
－
５
５
４
１
－
７
１
７
１

（
平
日
：
午
前
９
時
～
午
後
７

時
、
土
曜
：
午
前
10
時
～
午
後
３

時
）

　
労
働
者
を
一
人
で
も
雇
用
し
て

い
る
事
業
主
の
方
は
、
個
人
・
法

人
に
関
わ
ら
ず
労
働
保
険
（
労
災

保
険+

雇
用
保
険
）
に
加
入
す
る

義
務
が
あ
り
ま
す
（
農
林
水
産
の

一
部
の
事
業
は
除
き
ま
す
）。

　
ま
た
、
加
入
手
続
や
保
険
料
の

納
付
手
続
、
雇
用
保
険
の
被
保
険

者
に
関
す
る
手
続
等
を
、
事
業
主

に
代
わ
っ
て
処
理
す
る
「
労
働
保

険
事
務
組
合
等
」
に
委
託
す
る
こ

と
や
、
委
託
す
る
こ
と
に
よ
り
、

労
働
者
と
と
も
に
同
様
の
業
務
に

従
事
す
る
中
小
事
業
主
に
つ
い
て

も
、
労
災
保
険
の
み
特
別
に
加
入

で
き
る
制
度
も
あ
り
ま
す
。

　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
労
働

局
労
働
保
険
徴
収
室
ま
た
は
最
寄

り
の
労
働
基
準
監
督
署
や
公
共
職

業
安
定
所
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
　
大
分
労
働
局
総
務
部
労
働
保

険
徴
収
室

☎
０
９
７
－
５
３
６
－
７
０
９
５

日
時
　
12
月
３
日
㈭

　
　
　
午
後
２
時
～
４
時

場
所
　
別
府
医
療
セ
ン
タ
ー
２
階

大
会
議
室

対
象
者
　

患
者
さ
ん
・
ご
家
族
、
一
般
の
方

参
加
料
　
無
料
（
申
込
不
要
）

問
　
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
７
７
－
67
－
１
１
１
１

日
時
　
11
月
13
日
㈮
、
12
月
11
日

㈮
午
後
２
時
～
４
時

場
所
　

日
出
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象
者
　

が
ん
患
者
さ
ん
・
ご
家
族

参
加
料
　
無
料（
事
前
申
込
必
要
）

申
・
問
　
が
ん
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
９
７
７
－
67
－
１
１
１
１

資
格

【
推
薦
】
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

未
満
の
男
子
か
つ
学
校
長
の
推
薦

必
要

【
一
般
】
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳

未
満
の
男
子

受
付
期
限

【
推
薦
】
12
月
４
日
㈮

【
一
般
】
１
月
８
日
㈮

申
・
問
　
自
衛
隊
大
分
地
方
協
力

本
部
　
別
府
地
域
事
務
所

☎
０
９
７
７
－
24
－
１
６
４
５

○	

第
１
種
・
第
２
種
　
消
防
設
備

点
検
資
格
者

期
日

　

第
１
種
：
１
月
25
日
㈪
～
27
日
㈬

第
２
種
：
２
月
３
日
㈬
～
５
日
㈮

場
所
　
大
分
県
農
業
共
済
組
合

受
講
料

　３
１
、８
０
０
円

受
付
期
間

　

12
月
７
日
㈪
～
１
月
15
日
㈮

○
消
防
設
備
点
検
資
格
者
再
講
習

　
平
成
22
年
度
に
資
格
を
取
得
、

ま
た
は
再
講
習
を
受
け
た
資
格
者

11
月
は「
過
労
死
等
防
止
啓

発
月
間
」で
す

11（
い
い
）月
30（
み
ら
い
）

日
は「
年
金
の
日
」

加
入
し
て
い
ま
す
か
？

労
働
保
険
！

け
ん
こ
う
体
操
　
笑
い
ヨ
ガ

が
ん
患
者
サ
ロ
ン

「
陽
だ
ま
り
」

試
験
・
講
習

陸
上
自
衛
隊

高
等
工
科
学
校

消
防
設
備
点
検
資
格
者
講
習

〈広告〉
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